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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、画像の主要被写体の検出位置
に位置ずれが発生した場合に、適切に補正を行うことが
できる画像処理装置を提供することである。
【解決手段】上記課題を解決するために、本発明に係る
画像処理装置は、画像の撮影情報を読み込む読み込み手
段と、撮影情報に画像の主要被写体が格納されているか
否かを判定する判定手段と、画像の主要被写体の検出を
行う検出手段と、記判定手段により、撮影情報に画像の
主要被写体の検出結果が格納されていると判定された場
合に、検出手段により検出された主要被写体の領域と撮
影情報に格納されている主要被写体の領域との比較を行
う比較手段と、比較手段による比較の結果に応じて主要
被写体の領域を決定し、主要被写体の領域に対して補正
を行う補正手段とを備えたことを特徴とする。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の撮影情報を読み込む読み込み手段と、
　前記撮影情報に前記画像の主要被写体が格納されているか否かを判定する判定手段と、
　前記画像の主要被写体の検出を行う検出手段と、
　前記判定手段により、前記撮影情報に前記画像の主要被写体の検出結果が格納されてい
ると判定された場合に、前記検出手段により検出された主要被写体の領域と前記撮影情報
に格納されている主要被写体の領域との比較を行う比較手段と、
　前記比較手段による比較の結果に応じて主要被写体の領域を決定し、前記主要被写体の
領域に対して補正を行う補正手段とを備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記比較手段による比較は、前記検出手段により検出された主要被写体の領域と前記撮
影情報に格納されている主要被写体の領域とが近傍にあるか否かを比較することにより行
われることを特徴とする請求項１の画像処理装置。
【請求項３】
　主要被写体を、データに追加する追加手段をさらに備え、
　前記比較手段による比較において、前記検出手段により検出された主要被写体の領域と
前記撮影情報に格納されている主要被写体の領域とが近傍にない場合には、前記検出手段
により検出された主要被写体の領域を、前記追加手段によりデータに追加することを特徴
とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記比較手段による比較は、前記検出手段により検出された主要被写体の領域と前記撮
影情報に格納されている主要被写体の領域とが一致するか否かを比較することにより行わ
れることを特徴とする請求項１の画像処理装置。
【請求項５】
　主要被写体を、データに上書きする上書き手段をさらに備え、
　前記比較手段による比較において、前記検出手段により検出された主要被写体の領域と
前記撮影情報に格納されている主要被写体の領域とが一致しない場合には、前記検出手段
により検出された主要被写体の領域を、前記上書き手段によりデータに上書きすることを
特徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記主要被写体は、人物の顔であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載
の画像処理装置。
【請求項７】
　前記撮影情報は、Ｅｘｉｆファイルを含むことを特徴とする請求項６に記載の画像処理
装置。
【請求項８】
　前記補正手段は、前記主要被写体の領域の明るさを補正することを特徴とする請求項７
に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記補正手段は、前記主要被写体の領域のカラーバランスを補正することを特徴とする
請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記補正手段は、前記主要被写体の領域に限定したローパス補正を実行することを特徴
とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記補正手段は、前記主要被写体の領域に限定したハイパス補正を実行することを特徴
とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　画像の撮影情報を読み込む読み込みステップと、
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　前記撮影情報に前記画像の主要被写体が格納されているか否かを判定する判定ステップ
と、
　前記画像の主要被写体の検出を行う検出ステップと、
　前記判定ステップにより、前記撮影情報に前記画像の主要被写体の検出結果が格納され
ていると判定された場合に、前記検出ステップにより検出された主要被写体の領域と前記
撮影情報に格納されている主要被写体の領域との比較を行う比較ステップと、
　前記比較ステップによる比較の結果に応じて主要被写体の領域を決定し、前記主要被写
体の領域に対して補正を行う補正ステップとを備えたことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１３】
　前記比較ステップによる比較は、前記検出ステップにより検出された主要被写体の領域
と前記撮影情報に格納されている主要被写体の領域とが近傍にあるか否かを比較すること
により行われることを特徴とする請求項１２の画像処理方法。
【請求項１４】
　主要被写体を、データに追加する追加ステップをさらに備え、
　前記比較ステップによる比較において、前記検出ステップにより検出された主要被写体
の領域と前記撮影情報に格納されている主要被写体の領域とが近傍にない場合には、前記
検出ステップにより検出された主要被写体の領域を、前記追加ステップによりデータに追
加することを特徴とする請求項１３に記載の画像処理方法。
【請求項１５】
　前記比較ステップによる比較は、前記検出ステップにより検出された主要被写体の領域
と前記撮影情報に格納されている主要被写体の領域とが一致するか否かを比較することに
より行われることを特徴とする請求項１２の画像処理方法。
【請求項１６】
　主要被写体を、データに上書きする上書きステップをさらに備え、
　前記比較ステップによる比較において、前記検出ステップにより検出された主要被写体
の領域と前記撮影情報に格納されている主要被写体の領域とが一致しない場合には、前記
検出ステップにより検出された主要被写体の領域を、前記上書きステップによりデータに
上書きすることを特徴とする請求項１５に記載の画像処理方法。
【請求項１７】
　前記主要被写体は、人物の顔であることを特徴とする請求項１２乃至１６のいずれかに
記載の画像処理方法。
【請求項１８】
　前記撮影情報は、Ｅｘｉｆファイルを含むことを特徴とする請求項１７に記載の画像処
理方法。
【請求項１９】
　前記補正ステップは、前記主要被写体の領域の明るさを補正することを特徴とする請求
項１８に記載の画像処理方法。
【請求項２０】
　前記補正ステップは、前記主要被写体の領域のカラーバランスを補正することを特徴と
する請求項１８に記載の画像処理方法。
【請求項２１】
　前記補正ステップでは、前記主要被写体の領域に限定したローパス補正を実行すること
を特徴とする請求項１８に記載の画像処理方法。
【請求項２２】
　前記補正ステップでは、前記主要被写体の領域に限定したハイパス補正を実行すること
を特徴とする請求項１８に記載の画像処理方法。
【請求項２３】
　請求項１２乃至２２のいずれかに記載の画像処理方法をコンピュータに実行させるため
のプログラム。
【請求項２４】
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　請求項２３に記載のプログラムを記憶したコンピュータで読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データを適切に補正する画像処理装置及び画像処理方法、プログラム、
並びに、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に関する。詳細には、主要被写体を検出し
て画像データを補正し、補正された画像から再度主要被写体を検出して異なる画像補正を
行う画像処理装置、画像処理方法、および記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像の入力装置や画像処理装置で、画像の入力時や印刷時に画像を解析して補正
を行うことが多くなってきた。ここで、入力装置とは、例えば、画像を撮影するデジタル
カメラであり、画像処理装置とは、例えば、入力装置から画像を受取って、画像を印刷出
力するプリンタである。
【０００３】
　入力装置や画像処理装置で用いられる画像の解析機能として、画像中の主要被写体であ
る人物の顔検出機能が注目されている。
【０００４】
　画像中の顔を検出することで、入力装置では、検出された顔にＡＦや露出を合わせて制
御され、画像処理装置では検出された顔の情報をもとに印刷用の補正の制御が行われてい
る。
【０００５】
　このような状況の中、入力装置と画像処理装置がそれぞれに顔検出機能を持っていると
いった環境が構築されるようになってきた。
【０００６】
　しかし、一言で顔検出機能といってもその機能には様々な仕様や特徴がある。
【０００７】
　例えば、入力装置では、画像の入力時に顔検出が行われるので動画像に対応した顔検出
が顔検出機能により行われ、顔領域の追尾性やリアルタイム性が求められる顔検出アルゴ
リズム、パラメータが採用されている。特に、入力装置による画像の入力時に露出補正を
組み合わせて検出することで、入力装置の顔検出機能により、暗い、逆光などのシーンで
は露出を上げて顔を検出しやすくすることができる。また、入力装置の顔検出機能により
、逆に明るい場合には露出を下げて検出するなどダイナミックに入力画像を変更しながら
検出することも可能である。
【０００８】
　また、入力装置の顔検出機能により、加速度センサや角度センサと組み合わせることで
、顔の検出方向をカメラの撮影する天方向に限定して検出を行うことで検出時間の短縮を
行うことも可能である。
【０００９】
　さらに、入力装置の顔検出機能により、ユーザがファインダや液晶に表示された顔検出
結果を見ながらフォーカス、画角、ピント調整が行うのであまり精度が高くない画像検出
技術で十分な性能を維持することができる。
【００１０】
　また、入力装置の顔検出機能では、誤検出もユーザがその場で判断できることもあり、
最終的な誤検出が少なくできるといったメリットがある。
【００１１】
　しかも、入力装置の顔検出機能では、被写体の測距情報、フォーカス点などが即座に観
測できるために、これらの情報を顔検出にフィードバックすることでトータルの顔検出性
能を上げることも可能である。
【００１２】
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　一方、画像処理装置の顔検出機能では、入力装置の顔検出機能と異なり、一般的に一枚
の静止画像データからの検出となり、リアルタイム性が求められない。また、画像処理装
置の顔検出機能では、入力装置でのフォーカス時の情報をすべて活用できないので、顔検
出の処理時間がかかる傾向にある。
【００１３】
　このため、画像の入力時の入力装置の各種制御情報が記載されたＥｘｉｆ（Ｅｘｃｈａ
ｎｇｅａｂｌｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）ファイルのタグの情報を利用し
て、画像処理装置の顔検出機能のパラメータを制御することも行われている。
【００１４】
　画像処理装置の顔検出機能の最大の特徴は、リアルタイム性が求められないため、顔検
出の方向や顔のサイズを細かく変化させながら顔検出を行うことができる点になる。
【００１５】
　入力装置の顔検出機能では、大まかな顔の位置が検出できればよいが、画像処理装置で
はさらに詳細な顔の位置、サイズ、方向等を検出することが容易である。さらに、ＰＣ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などで処理をすれば、入力装置の顔検出機能によ
り、画像処理装置の顔検出機能よりも高精度な検出が可能になる。
【００１６】
　特許文献１には、入力装置による画像の撮影時に検出された顔座標がＥｘｉｆファイル
の情報の一部として保持されている撮影画像データが、画像処理装置に受け取られ、顔座
標を利用して画像補正を行って印刷される発明が開示されている。
【００１７】
　また、入力装置では、リアルタイム性を重視し、動画像での顔検出、顔検出以外のセン
サ情報をフィーバックしながら検出が行われる場合もある。
【００１８】
【特許文献１】特開２００４－２０７９８７号公報
【特許文献２】特開２００２－１８３７３１号公報
【特許文献３】特開２００３－３０６６７号公報
【特許文献４】特開平８－６３５９７号公報
【特許文献５】特開２０００－１０５８２９号公報
【特許文献６】特開平８－７７３３４号公報
【特許文献７】特開２００１－２１６５１５号公報
【特許文献８】特開平５－１９７７９３号公報
【特許文献９】特開平１１－５３５２５号公報
【特許文献１０】特開２０００－１３２６８８号公報
【特許文献１１】特開２０００－２３５６４８号公報
【特許文献１２】特開平１１－２５０２６７号公報
【特許文献１３】特開平４－２４５０３号公報
【特許文献１４】特開平６－１２１３３２号公報
【特許文献１５】特開平１１－１４６４０５号公報
【特許文献１６】特開２００２－０４４４６９号公報
【特許文献１７】特開平２００４－３０３１９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　しかしながら、顔検出の精度という点では、画像処理装置の顔検出機能の方が、一般に
高い。特に、顔の大きさや傾きといった情報の検出精度が高い。
【００２０】
　さらに、入力装置では、顔検出を行ってから実際の撮影までのタイムラグが発生するた
めに、被写体である人物の移動、および撮影者の移動等によって、検出時の顔領域と、撮
影画像データ上の顔検出結果が異なる場合が発生する。
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【００２１】
　図１６は、入力装置による撮影時の顔検出と画像処理装置が入力装置から受取った画像
データで顔検出を行った場合に、顔領域がずれている例を示している。画像１６０１は、
入力装置による撮影時、つまりユーザがシャッターを半押し状態にして入力装置により顔
検出を行った時の顔位置を示している。このとき顔領域１６０２は、左上（ＬＴ）、左下
（ＬＢ）、右上（ＲＴ）、右下（ＲＢ）の４点の座標として表わされている。
【００２２】
　画像１６０３は、ユーザが、入力装置のシャッターを全押しにして撮影した時に、入力
装置が回転するなどして撮影画像データが傾いてしまった例である。このとき顔領域１６
０４は、左上（ＬＴ’）、左下（ＬＢ’）、右上（ＲＴ’）、右下（ＲＢ’）の４点とな
る。
【００２３】
　画像１６０５は、ユーザが、入力装置のシャッターを全押しにして撮影した時に、被写
体が向かって右に移動して撮影した例である。このとき、顔領域１６０６は、左上（ＬＴ
’’）、左下（ＬＢ’’）、右上（ＲＴ’’）、右下（ＲＢ’’）の４点の座標となる。
【００２４】
　以上のように、入力装置により検出された顔領域１６０２と、入力装置により撮影後に
画像処理装置により検出された顔領域１６０４、１６０６の座標が異なる場合が発生する
。
【００２５】
　このように、入力装置により検出された顔領域と画像処理装置により検出された画像デ
ータ上の顔領域が異なって、位置ずれが発生している場合、画像処理装置では間違った顔
領域の情報に基づいて後の処理が行われるといった問題があった。
【００２６】
　特に、顔領域の検出結果を利用した局所的な補正を行う場合に、この検出誤差（位置ず
れ）が問題となり、顔領域を含む画像の補正結果が適切にならない場合があった。
【００２７】
　本発明は、上記問題点を解消するためになされたものであり、その目的とするところは
、顔領域のような画像の主要被写体の検出位置に位置ずれが発生した場合に、適切に補正
を行うことができる画像処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る画像処理装置は、画像の撮影情報を読み込む
読み込み手段と、撮影情報に画像の主要被写体が格納されているか否かを判定する判定手
段と、画像の主要被写体の検出を行う検出手段と、記判定手段により、撮影情報に画像の
主要被写体の検出結果が格納されていると判定された場合に、検出手段により検出された
主要被写体の領域と撮影情報に格納されている主要被写体の領域との比較を行う比較手段
と、比較手段による比較の結果に応じて主要被写体の領域を決定し、主要被写体の領域に
対して補正を行う補正手段とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　以上説明したように、本発明によれば、画像の主要被写体の検出位置に位置ずれが発生
した場合に、適切に補正を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明における第１の実施形態に係るシステムの概略ブロック図である。
【００３１】
　図１に示されているシステムは、入力装置１００と画像処理装置２００を含む。
【００３２】
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　ここで、入力装置１００は、例えば、デジタルカメラでも良い。また画像処理装置２０
０は、例えば、プリンタでも良い。
【００３３】
　まず、入力装置１００について、以下で説明する。
【００３４】
　入力装置１００で撮影された画像データは、メモリカード３００によって、またはそれ
ぞれのＩ／Ｏ　Ｉ／Ｆ（インターフェース）１１０、２１３を、例えば、ケーブルや無線
ＬＡＮで接続して転送される。
【００３５】
　光量調整装置１０３は、絞りおよびシャッター装置を備えている。
【００３６】
　撮像装置１０５は、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）
やＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ）センサである。ここで、撮像装置１０５は、レンズ群１０１と光量調整装置
１０３を通過した被写体像である光束を電気信号に変換する。
　撮像装置１０５では、例えば、ＣＣＤやＣＭＯＳセンサのアナログ信号の出力にクラン
プ処理、ゲイン処理が行われる。そして、さらにデジタル信号に変換するアナログ/デジ
タル（Ａ／Ｄ）変換が行われた後に、画素補間処理や色変換処理が行われ、撮影データと
して出力される。
【００３７】
　焦点制御部１０２は、ＴＴＬ（Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｔｈｅ　Ｌｅｎｓ）方式のＡＦ（Ａｕ
ｔｏ　Ｆｏｃｕｓ）処理に応じてレンズ群１０１を制御する。
【００３８】
　露出制御部１０４は、ＴＴＬ方式のＡＷＢ（Ａｕｔｏ　Ｗｈｉｔｅ　Ｂａｌａｎｃｅ）
処理を行って光量調整装置１０３を制御する。
【００３９】
　Ｉ／Ｏ　Ｉ／Ｆ１１０は、入力装置１００の入出力機能を提供するものであり、操作ボ
タンや、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａ
ｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの外部機器との接続機能を提供している。
【００４０】
　操作ボタンには、電源、モード切替え、シャッターなどのボタンや、各種機能を設定で
きる入力手段が、ユーザからの入力を受け付けて、入力装置１００を任意に制御して動作
させる。
【００４１】
　表示Ｉ／Ｆ１１１は、撮影された画像のプレビューや、操作メニューなどを表示する表
示装置１１２の制御を行う。
【００４２】
　表示装置１１２には液晶ディスプレイなど表示デバイスが使用される。
【００４３】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０７は、ＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０８に格納されているプログラムを実行しながら入力
装置１００の制御を行う。このとき、ＣＰＵ１０７は、一時的に必要となるデータの格納
のために、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０９を利用する。
【００４４】
　メモリＩ／Ｆ１１３は、ＣＦ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｆｌａｓｈ）メモリカードや、ＳＤ（
Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリカードといった不揮発性のメモリ機能を搭載した
メモリカード３００のコネクタを有する。また、メモリＩ／Ｆ１１３は、データの読み書
きを制御する機能も有する。
【００４５】
　特に、撮影した画像データはメモリカード３００に格納しておくことで、入力装置１０
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０の電源をＯＦＦにした状態でも保存され、またメモリカード３００を他の装置から読み
取ることで撮影データを使用できる。
【００４６】
　画像処理部１０６は、撮像装置１０５でデジタルデータに変換された画像情報から主要
被写体の検出を行う。
【００４７】
　なお、本実施形態では、主要被写体検出手段が複数あってもよい。この場合、複数の主
要被写体検出手段を「第１の主要被写体検出手段」、および「第２の主要被写体検出手段
」と呼んでもよい。
【００４８】
　本実施形態の説明では、一例として、入力画像の主要被写体とは人物の顔であるとして
説明を行う。
【００４９】
　人物の顔の検出には、特許文献２に示されているように、まず、入力画像から目領域を
検出し、目領域周辺を顔候補領域としても良い。
【００５０】
　また、該顔候補領域に対して、画素毎の輝度勾配、および輝度勾配の重みが算出され、
これらの値が、あらかじめ設定されている理想的な顔基準画像の勾配、および勾配の重み
と比較されても良い。
【００５１】
　その結果、各勾配間の平均角度が所定の閾値以下であった場合、入力画像は顔領域を有
すると判定されても良い。
【００５２】
　また、特許文献３に示されているように、まず画像中から肌色領域が検出され、同領域
内において、人間の虹彩色画素が検出されることにより、目の位置が検出されても良い。
【００５３】
　また、特許文献４に示されているように、複数の顔の形状をしたテンプレートと画像と
のマッチング度が計算されても良い。
【００５４】
　その結果、マッチング度が最も高いテンプレートが選択され、最も高かったマッチング
度があらかじめ定められた閾値以上であれば、選択されたテンプレート内の領域が顔候補
領域とされても良い。
【００５５】
　同テンプレートが用いられることで、目の位置が検出されても良い。
【００５６】
　また、特許文献５に示されているように、まず、鼻画像パターンがテンプレートとされ
、画像全体、あるいは画像中の指定された領域が走査され、最もマッチする位置が鼻の位
置として出力されても良い。
【００５７】
　次に、画像の鼻の位置よりも上の領域が、目が存在する領域とされ、目画像パターンが
テンプレートとされて、目存在領域が走査されて、マッチングがとられ、ある閾値よりも
マッチ度が大きい画素の集合である目存在候補位置集合が求められても良い。
【００５８】
　さらに、目存在候補位置集合に含まれる連続した領域がクラスタとして分割され、各ク
ラスタと鼻位置との距離が算出されても良い。その距離が最も短くなるクラスタが、目が
存在するクラスタと決定されることで、器官位置の検出が行われても良い。
【００５９】
　その他、顔および器官位置を検出する方法として、例えば、特許文献６～１３に示され
ている手法を用いても良い。
【００６０】
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　また、本実施形態で用いられる顔および器官位置の検出法については、上記記載に限定
されることはなく、その他のどのような手法を用いても良い。なお、顔および器官位置の
検出に関しては、従来方法が様々な文献で開示されているため、詳細な説明を省略する。
【００６１】
　次に、図１の画像処理装置２００について以下で説明する。
【００６２】
　図１の画像処理装置２００でも同様に、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）２０１がＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２に格納され
ているプログラムを実行しながら後述の各機能を制御する。
【００６３】
　このとき、一時的に必要となるデータは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）２０３に格納される。
【００６４】
　センサＩ／Ｆ２０５は、画像処理装置２００で使用されている各種センサ２０６のイン
ターフェース機能を提供する。
【００６５】
　各種センサ２０６は、例えば、印刷用紙の搬送量を測定する紙送りセンサ、印刷ヘッド
の位置を測定するヘッド位置センサ、インク残量検出センサである。
【００６６】
　モータＩ／Ｆ２０７は、画像処理装置２００で使用されている各種モータ２０８のイン
ターフェース機能を提供する。
【００６７】
　モータ２０８は、例えば、印刷用紙の搬送する搬送モータ、印刷ヘッドを移動させるヘ
ッドモータである。
【００６８】
　ヘッドＩ／Ｆ２０９は、画像処理装置２００で使用されている印刷ヘッド２１０のイン
ターフェース機能を提供する。
【００６９】
　印刷ヘッドには各色のインク毎にインクを吐出するノズルが多数配置されており、イン
クの吐出パターンを制御することで印刷紙面上に印刷画像を形成する。
【００７０】
　ＩＯ　Ｉ／Ｆ２１３は、画像処理装置２００の入出力機能を提供するものであり、操作
ボタンや、ＵＳＢ、無線ＬＡＮなどの外部機器との接続機能を提供する。
【００７１】
　操作ボタンには、電源、印刷、コピーなどの各種ボタンや、各種機能を設定できる入力
手段があり、これらによってユーザは画像処理装置２００を任意に制御して動作させるこ
とができる。
【００７２】
　メモリＩ／Ｆ２０４は、入力装置１００のメモリＩ／Ｆ１１３と同じ機能を提供するも
のであるが、主な使用方法としては、入力装置１００で撮影された画像データを読み込ん
で印刷するために使用される。
【００７３】
　図２は、図１で説明したシステムの典型的な動作の流れを示している。
【００７４】
　図２の動作の説明では、典型的な動作として、ユーザが、図１の入力装置１００で画像
を撮影し、そのデータを画像処理装置２００が読み込んで印刷する操作を想定している。
【００７５】
　まず、ステップＳ２０１で、入力装置１００が動作し、入力装置１００の撮影対象の被
写体の焦点や露出などの撮影条件が調整される。
【００７６】
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　このとき、入力装置１００は、撮影前に画像処理部１０６で撮像装置１０５に結像して
いる画像の解析の１機能として人物の顔検出を実行する。
【００７７】
　その後、入力装置１００の人物優先モードにより、例えば、主要被写体である人物の顔
に適したフォーカス調整、露出調整、シャッター速度の調整が自動的に行われる。
【００７８】
　入力装置１００において、上記のステップＳ２０１で実行される撮影時画像解析が行わ
れているときの状態遷移が図３に示されている。
【００７９】
　まず、電源がＯＮ（オン）されたとき、または撮影モードになったときに、リセットさ
れ、初期状態のステップＳ３０１に遷移する。
【００８０】
　次に、シャッターボタンが半押し状態になったときに、撮影条件調整が実行されるステ
ップＳ３０２に遷移する。
【００８１】
　撮影条件調整が実行されるステップＳ３０２に遷移した状態で、シャッターボタンが全
押し状態になると、撮影が実行されるステップＳ３０３へ、状態が遷移する。
【００８２】
　撮影が実行されるステップＳ３０３は、図２の撮影が実行されるステップＳ２０２、画
像の補正／符号化が実行されるステップＳ２０３、撮影データの格納が実行されるステッ
プＳ２０４に相当する。
【００８３】
　図３の撮影が実行されるステップＳ３０３の状態で、連写モードが選択されていた場合
、またはシャッターボタンが所定時間以上全押し状態にある場合には、再度撮影条件調整
が実行されるステップＳ３０２に戻って、撮影条件が調整される。
【００８４】
　撮影条件調整が実行されるＳ３０２、撮影が実行されるＳ３０３において、シャッター
ボタンがＯＦＦ（オフ）になった場合には、初期状態のステップＳ３０１に状態が戻り、
次の操作を待つ状態になる。
【００８５】
　図４は、撮影条件調整が実行される図３のＳ３０２の詳細を示している。図４を利用し
て、一例として、人物優先モードでの撮影条件の決定プロセスを説明する。
【００８６】
　入力装置１００が人物優先モードで撮影を行う場合、撮影条件調整が実行されるＳ３０
２では、はじめに顔検出が実行されるステップＳ４０１に遷移して顔検出が実行される。
【００８７】
　次に、ステップＳ４０１で顔が検出された場合、されなかった場合にかかわらずその結
果を持って、フォーカス調整が実行されるステップＳ４０２に状態が遷移する。
【００８８】
　フォーカス調整が実行されるステップＳ４０２では、顔検出結果として顔が検出されて
いた場合には、その位置にフォーカスを合わせるように図１の焦点制御部１０２が、レン
ズ群１０１を制御する。
【００８９】
　ステップＳ４０２では、顔検出結果として、顔が検出されなかった場合にはＴＴＬ方式
のＡＦ処理により、レンズ群１０１がフォーカス処理を実行する。フォーカス調整が実行
されるステップＳ４０２が完了すると、次の露出調整が実行されるステップＳ４０３へ状
態が遷移する。
【００９０】
　露出調整が実行されるステップＳ４０３で、顔が検出されていた場合には、その顔を優
先させたＡＷＢ調整が実行される。一方、露出調整が実行されるステップＳ４０３で、顔
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が検出されなかった場合には、通常のＴＴＬ方式のＡＷＢ処理で図１の露出制御部１０４
が光量調整装置１０３を動作させる。
【００９１】
　露出調整が実行されるステップＳ４０３が完了すると、シャッター速度調整が実行され
るステップＳ４０４へ状態が遷移する。
【００９２】
　シャッター速度調整が実行されるステップＳ４０４では、フォーカス調整が実行される
Ｓ４０２と露出調整が実行されるＳ４０３の調整結果を受けて、最適なシャッター速度が
算出される。この算出されたシャッター速度で図１の撮像装置１０５の光束の受光時間が
決定される。
【００９３】
　シャッター速度調整が実行されるステップＳ４０４が完了すると、調整判定が実行され
るステップＳ４０５へ状態が遷移する。
【００９４】
　調整判定が実行されるステップＳ４０５では、全体の撮影条件の判定が行われ、調整判
定がＯＫ（適切）であれば、待機処理が実行されるステップＳ４０６へ状態が遷移する。
【００９５】
　ステップＳ４０５において、調整判定がＮＧ（不適切）であれば、フォーカス調整が実
行されるＳ４０２へ状態が遷移して、再度撮影条件の調整がやり直される。
【００９６】
　待機処理が実行されるステップＳ４０６では所定時間が経過するまでにシャッターボタ
ンが全押し状態になった場合に、撮影が実行される図３のステップＳ３０３へ状態が遷移
する。一方、ステップＳ４０６で、待機（所定時間の待ち状態）が経過すると再度、顔検
出が実行されるステップＳ４０１へ状態が遷移して撮影条件の調整が再開される。
【００９７】
　図４のすべての状態の途中でシャッターボタンがＯＦＦ（オフ）になった場合には初期
状態の図３のステップＳ３０１へ状態が遷移する。
【００９８】
　人物優先モードで撮影が行われると、図２のステップＳ２０２で、被写体像である光束
が撮像装置１０５により電気信号に変換される。そして、電気信号に、クランプ処理、ゲ
イン処理等、デジタル変換処理、画素補間処理や色変換処理が行われて、撮影データとな
ってＲＡＭ１０９に格納される。
【００９９】
　ＲＡＭ１０９に格納された撮影データの記録方式としては、市場で一般に使用されてい
る代表的な画像ファイル形式である「Ｅｘｉｆ」ファイル形式（Ｖｅｒ．２．２）を使用
するものとして説明する。
【０１００】
　図５は、Ｅｘｉｆファイルのデータ構造を示す図である。
【０１０１】
　Ｅｘｉｆファイルの構造は、基本的には通常のＪＰＥＧファイルの形式そのものであり
、その中にサムネイル画像や撮影関連データ等のデータをＪＰＥＧファイルの規約に準拠
した形で埋め込んだものである。
【０１０２】
　ＪＰＥＧファイルの形式をサポートしているインターネットブラウザー、画像ビュアー
、フォトレタッチソフト等を使えば、Ｅｘｉｆファイルは、通常のＪＰＥＧファイルと同
様に閲覧することができる。
【０１０３】
　Ｅｘｉｆファイルには、図５の左側部分に示されているように、最初にＳＯＩ（Ｓｔａ
ｒｔ　ｏｆ　ｉｍａｇｅ／０ｘＦＦＤ８）５０１ａがある。
【０１０４】
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　さらに、Ｅｘｉｆファイルには、ＳＯＩ５０１ａの後に、ＡＰＰ１（５０１ｂ）、ＤＱ
Ｔ（Ｄｅｆｉｎｅ　Ｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）５０１ｃ、ＤＨＴ（Ｄｅｆ
ｉｎｅ　Ｈｕｆｆｍａｎ　Ｔａｂｌｅ）５０１ｄがある。
【０１０５】
　さらに、Ｅｘｉｆファイルには、ＤＨＴ５０１ｄの後に、ＳＯＦ（Ｓｔａｒｔ　ｏｆ　
Ｆｒａｍｅ）５０１ｅ、ＳＯＳ（Ｓｔａｒｔ　ｏｆ　Ｓｔｒｅａｍ）５０１ｆ、圧縮デー
タ（ＤＡＴＡ）５０１ｇ、ＥＯＩ（Ｅｎｄ　ｏｆ　Ｉｍａｇｅ）５０１ｈがある。
【０１０６】
　Ｅｘｉｆファイルにおいて、ＤＱＴ５０１ｃは、量子化テーブルの実態を定義し、ＤＨ
Ｔ５０１ｄは、ハフマン・テーブルの実態を定義している。また、Ｅｘｉｆファイルにお
いて、ＳＯＦ５０１ｅは、フレームのスタートを示し、ＳＯＳ５０１ｆは、画像データの
開始を示し、ＥＯＩ５０１ｈは、画像ファイルの終了を示している。
【０１０７】
　Ｅｘｉｆファイルに使われるマーカー（Ｍａｋｅｒ）のうち、０ｘＦＦＥ０～０ｘＦＦ
ＥＦまでのマーカーは、アプリケーションマーカーと呼ばれるが、これらは、Ｅｘｉｆフ
ァイルをデコードするためには不要である。
【０１０８】
　しかし、アプリケーションマーカーは、Ｅｘｉｆファイルを、それぞれのアプリケーシ
ョンプログラムで使用するためのデータ領域として定義されている。
【０１０９】
　Ｅｘｉｆファイルにおいては、例えば、撮影条件を格納するためにＡＰＰ１（０ｘＦＦ
Ｅ１）というマーカーが使用されている。
【０１１０】
　「ＡＰＰ１」の構造は、図５の右側部分に示されている。
【０１１１】
　即ち、「ＡＰＰ１」の構造は、まず、先頭にＡＰＰ１　Ｍａｋｅｒ（０ｘＦＦＥ１／２
ｂｙｔｅ）５０２ａがあり、その次にＡＰＰ１　Ｌｅｎｇｈｔ（２ｂｙｔｅのＡＰＰ１領
域の大きさ）５０２ｂがある。そして、その次にＡＰＰ１のデータ領域であるＥｘｉｆ識
別ｃｏｄｅ５０２ｃがある。
【０１１２】
　このＥｘｉｆ識別ｃｏｄｅ５０２ｃに続くデータの最初の６バイトには、識別子として
ＡＳＣＩＩ文字の「Ｅｘｉｆ」がある。そして、その次に、２バイトの０ｘ００が続く。
そして、その次に、Ｔｉｆｆ（Ｔａｇｇｅｄ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ）形
式でデータが格納されている。
【０１１３】
　Ｔｉｆｆ形式の最初の８バイトはＴｉｆｆヘッダー（Ｈｅａｄｅｒ）５０２ｄとなり、
最初の２バイトはバイト並びの形式を定義している。
【０１１４】
　例えば、０ｘ４ｄ４ｄ：「ＭＭ」は、モトローラ形式を表し、０ｘ４８４８：「ＩＩ」
は、インテル形式を表わしている。
【０１１５】
　Ｔｉｆｆ　Ｈｅａｄｅｒ（ヘッダー）５０２ｄの次の０ｔｈ　ＩＦＤ（ＩＦＤ　ｏｆ　
ｍａｉｎ　ｉｍａｇｅ）５０２ｅに、最初のＩＦＦＤ（Ｉｍａｇｅ　ｆｉｌｅ　ｄｉｒｅ
ｃｔｏｒｙ）が格納される。
【０１１６】
　通常、メイン画像データ及び画像関連データは、ＩＦＦＤに格納されていて、記載項目
毎にメイン情報項目、サブ情報項目（Ｅｘｉｆ　ＳｕｂＩＦＤ／０ｘ８７６８）、メーカ
独自情報項目（Ｍａｋｅｒ　ｎｏｔｅ／０ｘ８２７ｃ）と、記載事項が分かれている。
【０１１７】
　図６は、Ｅｘｉｆファイルのメイン情報項目の一例を示している。
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【０１１８】
　図６に示されているように、メイン情報項目として、例えば、タイトル、入力装置１０
０のメーカ名や機種、画像方向、幅の解像度、高さの解像度、解像度単位、ソフトウェア
、変更日時のような一般情報が記載されている。図６には、一例として、それぞれの項目
について、「ｔａｇ」アドレス（ｔａｇ　Ｎｏ．）が記載されている。例えば、図６にお
いて、「タイトル」項目のｔａｇ　Ｎｏ．は、「０ｘ０１０ｅ」である。
【０１１９】
　図７は、Ｅｘｉｆファイルのサブ情報項目の一例を示している。
【０１２０】
　図７に示されているように、サブ情報項目としては、例えば、光源、レンズ焦点距離等
の入力装置１００の詳細情報や、露出時間Ｆ値、ＩＳＯ感度、自動露出測光モードのよう
な各種撮影条件が記載されている。図７には、一例として、それぞれの項目について、「
ｔａｇ」アドレス（ｔａｇ　Ｎｏ．）が記載されている。例えば、図７において、「露出
時間」項目のｔａｇ　Ｎｏ．は、「０ｘ８２９ａ」である。
【０１２１】
　図８は、Ｅｘｉｆファイルのメーカ独自情報項目の一例を示している。
【０１２２】
　図８に示されているメーカ独自情報項目は、入力装置１００のメーカ毎に独自に設定さ
れる。したがって、図８のメーカ独自情報項目には、例えば、図７のサブ情報項目に定義
されていない撮影関連データがｔａｇ　Ｎｏ．とともに記載されても良い。
【０１２３】
　本実施形態では、一例として、図８のメーカ独自情報項目の中に、入力装置１００によ
る顔検出結果が格納される。ここで、顔検出結果には、顔検出に用いられたパラメータも
含まれる。
【０１２４】
　顔検出結果は、図９に示されているような位置関係として表現される。領域９０１は、
図２の一般的な撮影データＤ２０１の画像部分を示しており、撮影されたときの画像デー
タを含んでいる。
【０１２５】
　図９の領域９０１は、所定の幅（Ｗｉｄｔｈ）と高さ（Ｈｅｉｇｈｔ）の画素を含み、
そこに人物が撮影されており、さらに顔検出機能により顔が検出されている状態を示して
いる。
【０１２６】
　図９において、Ｘが横軸、Ｙが縦軸を表しており、画像の左上が原点（０，０）である
。
【０１２７】
　図９において、人物の顔は、領域９０２にあると表現される。
【０１２８】
　本実施形態では、図９に示されているように、顔領域を左上（ＬＴ）、右上（ＲＴ）、
左下（ＬＢ）、右下（ＲＢ）の４点の座標で囲まれる領域であるとしている。この４点は
それぞれ（ｘ，ｙ）の２次元座標で表すことができる。
【０１２９】
　顔領域の表現には、他に中心と大きさ、中心点と幅と高さといった表現方法をとること
も可能である。
【０１３０】
　さらに、各顔領域にＩＤ番号を振って管理すれば、複数の顔検出にも対応することが可
能である。
【０１３１】
　図２のステップＳ２０３で、Ｅｘｉｆファイル形式で格納された撮影データＤ２０１は
、次に、ステップＳ２０４で、メモリＩ／Ｆ１１３を介して撮影データＤ２０１がメモリ
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カード３００に格納される。
【０１３２】
　次に、ステップＳ２０５で、入力装置１００による撮影が終了した否かが判定される。
ステップＳ２０５で、入力装置１００による撮影が終了したと判定された場合には、画像
の入力が終了する。一方、ステップＳ２０５で、入力装置１００による撮影が終了してい
ないと判定された場合には、ステップＳ２０１に処理が戻る。
【０１３３】
　撮影データＤ２０１が格納されたメモリカード３００が、画像処理装置２００のメモリ
カードＩ／Ｆ２０４に挿入されると、画像処理装置２００で撮影データＤ２０１が使用可
能になる。
【０１３４】
　次に、ステップＳ２０６で、画像処理装置２００は、メモリカード３００に格納された
撮影データＤ２０１を読み込む。
【０１３５】
　このとき、画像処理装置２００の表示装置２１２にユーザの操作を促すＵＩ（Ｕｓｅｒ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）が表示され、当該ＵＩは、例えば、ＩＯ　Ｉ／Ｆ２１３に接続さ
れているボタンによる画像の選択の操作を受け付ける。ここで、表示装置２１２は、表示
Ｉ／Ｆ２１１に接続されている。
【０１３６】
　さらに、ステップＳ２０６では、印刷する用紙、印刷品位、画像補正機能の選択のよう
な、印刷に必要な条件の設定も行われる。
【０１３７】
　ここで、画像補正機能とは、例えば、画像全体を自動的に最適な画像の補正する機能、
赤目補正を行う機能、顔の部分のみを補正する機能である。
【０１３８】
　次に、ステップＳ２０７で、ステップＳ２０６で選択された画像が１枚ずつ解析される
。以下で、ステップＳ２０７の動作を、図１０を用いて説明する。図１０は、画像処理装
置２００で行われるフローチャートである。ＣＰＵ２０１が、ＲＯＭ２０２またはＲＡＭ
２０３に格納された図１０の処理を行うプログラムを読み出して実行することで、図１０
のフローチャートが実行される。
【０１３９】
　画像処理装置２００の表示装置２１２で選択された画像は、撮影データＤ２０１に含ま
れ、図５のＥｘｉｆファイルのデータ構造を有する。まず、図１０のＳ１００１で、撮影
データＤ２０１に含まれるＥｘｉｆファイルの解析が行われる。
【０１４０】
　次に、ステップＳ１００１で、撮影データＤ２０１に含まれるＥｘｉｆファイルのメー
カ独自情報項目を含む、入力装置１００による画像の撮影情報が読み込まれる。
【０１４１】
　次に、ステップＳ１００２で、撮影情報に含まれるＥｘｉｆファイルのメーカ独自情報
項目の中に入力装置１００による顔検出結果が格納されているか否かが判定される。ステ
ップＳ１００２で、撮影データＤ２０１に含まれるＥｘｉｆファイルのメーカ独自情報項
目の中に入力装置１００による顔検出結果が格納されていたと判定された場合には、ステ
ップＳ１００３に処理が進む。
【０１４２】
　一方、ステップＳ１００２で、撮影データＤ２０１に含まれるＥｘｉｆファイルのメー
カ独自情報項目の中に入力装置１００による顔検出結果が格納されていないと判定された
場合には、ステップＳ１００４に処理が進む。
【０１４３】
　ステップＳ１００３で、撮影データＤ２０１に格納されていた入力装置１００による顔
検出結果が画像処理装置２００のＲＡＭ２０３の顔座標データＤ２０２の格納領域に格納
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される。
【０１４４】
　ステップＳ１００３で、撮影データＤ２０１のすべての入力装置１００による顔検出結
果が画像処理装置２００のＲＡＭ２０３に格納された後、ステップＳ１００４に処理が進
む。
【０１４５】
　ステップＳ１００４で、撮影データＤ２０１の画像データの圧縮データ（ＤＡＴＡ）５
０１ｇと、ＤＱＴ５０１ｃ、ＤＨＴ５０１ｄが読み込まれて、ＪＰＥＧファイルの形式で
圧縮されている入力装置１００によって撮影された画像データがデコードされる。そして
、入力装置１００によって撮影された、解析可能な画像データが得られる。
【０１４６】
　ステップＳ１００４でデコードされた画像データは画像処理装置２００のＲＡＭ２０３
のデコード画像の格納領域に格納される。
【０１４７】
　次に、ステップＳ１００５で、ステップＳ１００４において画像処理装置２００のＲＡ
Ｍ２０３に格納された画像データに対して画像処理装置２００による顔検出処理が実行さ
れる。
【０１４８】
　ステップＳ１００５では、ステップＳ１００３で格納された入力装置１００による顔検
出結果が存在するならば、その顔検出結果に基づいて、画像処理装置２００による顔検出
処理の制御が行われてもよい。
【０１４９】
　例えば、ステップＳ１００５では、画像処理装置２００により、入力装置１００で検出
された顔の近傍が重点的に顔検出されてもよい。
【０１５０】
　また、ステップＳ１００５では、画像処理装置２００による顔検出処理において、入力
装置１００で実行された顔検出処理で用いられた顔検出アルゴリズムと同じ顔検出アルゴ
リズムが採用されてもよい。
【０１５１】
　ただし、画像処理装置２００での顔検出処理では、リアルタイム性は求められない。し
たがって、画像処理装置２００での顔検出処理の処理時間は、入力装置１００の顔検出処
理の処理時間より長くなってもよい。
【０１５２】
　しかし、画像処理装置２００での顔検出処理における検出対象は、撮影後の静止画像で
あるので、動画像で使用できるフレーム間の差分からの移動体検出などのアルゴリズムを
、画像処理装置２００での顔検出処理で採用することはできない。
【０１５３】
　しかし、画像処理装置２００での顔検出処理では、用いられる顔検出器の精度を高めた
り、顔検出器の検出移動のステップを小さくしたり、顔の向きおよび傾きを正確に検出す
るように、検出性能の異なるアルゴリズムが採用されてもよい。
【０１５４】
　以下では、図１１～１３を用いて、一例として、入力装置１００による顔検出処理の結
果と、画像処理装置２００による顔検出処理の結果がどのように異なるかを説明する。
【０１５５】
　図１１は、入力装置１００のシャッター半押し状態の画像１１０１を示している。
【０１５６】
　図１１に示されているように、入力装置１００による顔検出処理の結果得られた顔領域
１１０２は、概略位置はあっているが、顔の向きに対して角度のずれを持っている。
【０１５７】
　図１２は、入力装置１００のシャッターが押されて撮影された後の画像１２０１を示し
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ている。
【０１５８】
　図１２に示されているように、入力装置１００による顔検出処理の結果得られた顔領域
１２０２は、図１１の顔領域１１０２と同じ座標である。しかし、画像１２０１は、入力
装置１００の撮影条件の調整、さらには画像補正等の処理によって最適な画像となってい
る。
【０１５９】
　すなわち、図１１に示されているように、入力装置１００による撮影前の状態では、全
体的に画像が暗かった。一方、図１２に示されているように、入力装置１００による撮影
後の状態では、入力装置１００の露出、シャッター速度の改善や、撮影後のゲイン調整等
のために、画像が明るくなっている。
【０１６０】
　図１３は、画像処理装置２００で画像データ１３０１に対して実行された顔検出処理の
結果得られた顔領域１３０２を示している。
【０１６１】
　図１３において、画像データ１３０１は、図１２の画像データ１２０１と同一である。
【０１６２】
　図１３に示されているように、画像処理装置２００による顔検出処理の結果得られた顔
領域１３０２は、図１１の入力装置１００による撮影前の顔検出処理の結果得られた顔領
域１１０２とは異なり、精度のよい顔検出が可能となっていることがわかる。
【０１６３】
　すなわち、図１３にも示されているように、画像処理装置２００により、顔検出処理が
実行された結果、顔の傾きも正確に検出している顔領域１３０２が得られている。
【０１６４】
　特に、図１３の画像データ１３０１は、入力装置１００による撮影前と比較して、顔に
適した撮影条件で撮影されている。そのために、画像処理装置２００で、画像データ１３
０１に対して、顔領域の検出が行われると、顔領域の検出が容易になる。
【０１６５】
　図１０のステップＳ１００５の画像処理装置２００による顔検出の結果、ステップＳ１
００６で、顔が検出されなかった場合には図２のステップＳ２０７の解析が終了してステ
ップＳ２０８へ処理が進む。ステップＳ１００６で、画像処理装置２００により顔が検出
された場合はステップＳ１００７へ処理が進む。
【０１６６】
　ステップＳ１００７では、入力装置１００と画像処理装置２００の顔検出処理の結果の
比較が行われる。ステップＳ１００７では、ステップＳ１００２において、入力装置１０
０による顔検出結果が格納されてないと判定された場合には、画像処理装置２００の顔検
出処理の結果のみの比較が行われる。
【０１６７】
　図１５は、顔検出処理の結果得られた顔領域の位置関係の比較の一例を示している。
【０１６８】
　図１５において、顔領域１５０１は、基準となる顔領域である。顔領域１５０１は、例
えば、入力装置１００による顔検出処理の結果得られた顔領域でも良いし、画像処理装置
２００の顔検出処理の結果得られた顔領域でも良い。
【０１６９】
　顔領域１５０１により、顔領域が、左上（ＬＴ）、右上（ＲＴ）、左下（ＬＢ）、右下
（ＲＢ）の４点と、対角にある２点の中点となる中心点ＣＴＲの座標により算出される。
【０１７０】
　図１５の顔領域１５０１に対して、顔領域１５０２、１５０３のような関係で顔検出結
果があった場合の判定が、図１０のステップＳ１００８、Ｓ１００９で、以下で説明する
ように行われる。
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【０１７１】
　図１５において、例えば、顔領域１５０１は、入力装置１００による顔検出処理の結果
得られたものであり、顔領域１５０２、１５０３は、画像処理装置２００による顔検出処
理の結果得られたものである。
【０１７２】
　ステップＳ１００８で、近傍に存在する顔領域の組合せがあるか否かが判定される。ス
テップＳ１００８で、近傍に存在する顔領域の組合せがあると判定された場合には、ステ
ップＳ１００９に処理が進む。ステップＳ１００８で、近傍に存在する顔領域の組合せが
ないと判定された場合には、ステップＳ１０１１に処理が進む。
【０１７３】
　ステップＳ１００８における、近傍であるかの判定は、例えば、顔領域の組み合わせの
互いの中心ＣＴＲの座標がぞれぞれの顔領域の中に含まれているという条件を満たしてい
るかで行われる。
【０１７４】
　さらに追加の条件として、ステップＳ１００８において、線分ＬＴ－ＲＴと線分ＬＴ’
－ＲＴ’の成す角度が所定の範囲以内であるかという条件が使用されても良い。
【０１７５】
　ステップＳ１００８において、例えば、顔領域の組合せの互いの中心ＣＴＲの座標がぞ
れぞれの顔領域の中に含まれていて、線分ＬＴ－ＲＴと線分ＬＴ’－ＲＴ’の成す角度が
、±１５度以内の場合に、近傍であると判定されてもよい。
【０１７６】
　このような判定により、例えば、ステップＳ１００８では、顔領域１５０１に対して顔
領域１５０３は、近傍にあると判定されるが、顔領域１５０２は、近傍にはないと判定さ
れる。
【０１７７】
　次に、ステップＳ１００９で、顔領域が一致しているか否かの判定が行われる。
【０１７８】
　ステップＳ１００９で、顔領域が一致していると判定された場合には、ステップＳ１０
１２に処理が進む。一方、ステップＳ１００９で、顔領域が一致していないと判定された
場合には、ステップＳ１０１０に処理が進む。
【０１７９】
　ステップＳ１０１２で、顔領域の全部を比較するか否かが判定される。ステップＳ１０
１２で、顔領域の全部を比較すると判定された場合には、ステップＳ１０１３に処理が進
む。一方、ステップＳ１０１２で、顔領域の全部を比較しないと判定された場合には、ス
テップＳ１００７に処理が戻る。
【０１８０】
　ステップＳ１０１３で、顔領域が一致しているか又は近傍に存在する顔領域の組合せが
あるか、否かが判定される。ステップＳ１０１３で、顔検出領域が一致している又は近傍
に存在する顔領域の組合せがあると判定された場合には、処理が終了する。ステップＳ１
０１３で、顔領域が一致しておらず、近傍に存在する顔領域の組合せがないと判定された
場合には、ステップＳ１０１４に処理が進む。
【０１８１】
　ステップＳ１０１４で、顔座標データＤ２０２が削除される。
【０１８２】
　ステップＳ１００９では、判定条件が、ステップＳ１００８で用いられている判定条件
をより狭められても良い。例えば、ステップＳ１００９において、判定条件として、顔領
域の組合せのお互いの中心ＣＴＲ－ＣＴＲ’の距離が線分ＬＴ－ＲＴの長さの１／２以下
にするといった条件を使ってもよい。
【０１８３】
　さらに、例えば、ステップＳ１００９において、判定条件に、線分ＬＴ－ＲＴと線分Ｌ
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Ｔ’－ＲＴ’'の長さが１／２から２倍の範囲内であるという条件を追加してもよい。こ
のようにすることで、検出顔領域の大きさも考慮することができるようになる。
【０１８４】
　ステップＳ１００８、Ｓ１００９の判定条件として、上記で説明する以外の条件を用い
てもかまわない。
【０１８５】
　ステップＳ１００８、Ｓ１００９の判定は、ステップＳ１００５で実行された顔検出処
理の結果と、顔座標データＤ２０２に格納されている入力装置１００の顔検出処理の結果
のすべてとで行われる。ただし、ステップＳ１００２において、入力装置１００による顔
検出結果が格納されてないと判定された場合には、ステップＳ１００５で実行された顔検
出処理の結果のみについて、ステップＳ１００８、Ｓ１００９の判定の比較が行われる。
【０１８６】
　ステップＳ１００８で、入力装置１００の顔検出結果の近傍にない顔領域は、ステップ
Ｓ１０１１で新規の顔領域として顔座標データＤ２０２に追加される。これにより、入力
装置１００により検出することができなかった顔領域を顔座標データＤ２０２に追加する
ことができる。
【０１８７】
　ステップＳ１００９で一致していると判定された顔領域がない場合には、ステップＳ１
０１０で入力装置１００の顔検出処理の結果の値に、画像処理装置２００による顔検出処
理の結果が上書きされて顔座標データＤ２０２に格納される。これにより、画像処理装置
２００により検出された信頼性の高い顔領域を顔座標データＤ２０２に格納することがで
きる。
【０１８８】
　すべての顔検出結果の処理が終了すると、解析処理Ｓ２０７は終了してステップＳ２０
８へ処理が進む。
【０１８９】
　ステップＳ２０８で、ステップＳ２０６で読み込まれた画像データに対して、顔座標デ
ータＤ２０２を使用して補正が行われる。
【０１９０】
　ステップＳ２０８では、顔座標データＤ２０２が存在しない場合には、顔座標データＤ
２０２を使用しない画像補正が行われても良い。
【０１９１】
　ステップＳ２０８の画像補正では、顔座標データＤ２０２を使用して、顔に特化した補
正が行われる。
【０１９２】
　例えば、ステップＳ２０８において、顔領域の明るさ、色見、彩度といった色情報を顔
に最適になる様に補正するという処理を行ってもよい。
【０１９３】
　人物に注目した画像補正に関しては、以下のような自動的に補正を行う方法が提案され
ている。
【０１９４】
　例えば、特許文献１４、１５では映像信号中から、肌色領域または人の顔の領域を検出
し、その検出領域のみ、輝度補正，色補正，アパーチャ補正を行うことが公開されている
。
【０１９５】
　特許文献１４、１５に係る発明では、顔検出および補正領域の決定方法として肌色検出
により領域抽出を行っている。
【０１９６】
　また、特許文献１６には、 人間の顔や肌の領域を含んだ写真画像からなるデジタル画
像データに対して、該人間の顔や肌の領域の色を自然な色に補正するとともに、画像全体
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としても良好なカラーバランスとなる色の補正が開示されている。
【０１９７】
　また、特許文献１７には、顔を検出して、顔領域のみに限定して補正を行うために、顔
領域から肌の色成分を特定して、その色成分にだけ補正を行う方法が開示されている。
【０１９８】
　逆に顔領域にハイパスフィルタをかけることで、少しボケたような顔領域を鮮鋭化して
くっきりと見せる処理であってもよい。
【０１９９】
　さらには、検出顔領域の中から赤目となって撮影されている瞳孔領域を検出して、赤目
補正を行ってもよい。
【０２００】
　上記のように、ステップＳ２０８において、顔領域を使って、様々な補正処理を行って
もよい。
【０２０１】
　ここでは、図１４に示されているように、画像データ１４０１の顔領域１４０２の内部
(図１４中で白い領域)に限定して人肌をきれいに見せる美肌補正が行われたとする。
【０２０２】
　ステップＳ２０８で補正された画像データは、ステップＳ２０９で印刷される。
【０２０３】
　ステップＳ２０６で選択された画像の印刷処理が終了するまでステップＳ２０６からス
テップＳ２０９の処理が繰り返し実行される。
【０２０４】
　すなわち、ステップＳ２１０で、画像処理が終了した否かが判定される。そして、ステ
ップＳ２１０で画像処理が終了したと判定された場合には、ステップＳ２１１に処理が進
み、ステップＳ２１０で画像処理が終了しなかったと判定された場合には、ステップＳ２
０６に処理が戻る。
【０２０５】
　ステップＳ２１１で、画像処理装置２００で検出された顔座標データを撮影データに書
き戻して保存するか否かが判定される。
【０２０６】
　ステップＳ２１１で、画像処理装置２００で検出された顔座標データを撮影データに書
き戻して保存しないと判定された場合には、出力処理が終了する。
【０２０７】
　ステップＳ２１１で、画像処理装置２００で検出された顔座標データを撮影データに書
き戻して保存すると判定された場合には、ステップＳ２１２へ処理が進む。そして、顔座
標データＤ２０２が、撮影データＤ２０１が格納されているメモリカード３００の、Ｅｘ
ｉｆファイルの中のメーカ独自情報項目の中に書き込まれて終了する。
【０２０８】
　以上の通り、発明によれば、入力装置１００による顔検出処理の結果と画像処理装置２
００による顔検出処理の結果にずれがある場合に、適切な顔領域を検出して、補正を行う
ことができる。
【０２０９】
　また、上記の実施形態では、補正として、主要被写体の領域に限定したローパス補正や
ハイパス補正が用いられてもよい。
【０２１０】
　なお、本実施形態では、画像補正手段が複数あってもよい。この場合、複数の画像補正
手段を「第１の画像補正手段」、および「第２の画像補正手段」と呼んでもよい。
【０２１１】
　また、上記で示した本実施形態の処理が、入力装置１００のＣＰＵ１０７、又は画像処
理装置２００のＣＰＵ２０１により実行されてもよい。
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【０２１２】
　本実施形態を、複数の機器(例えば、ＰＣホストコンピュータ、インターフース機器、
リーダ等)を含むシステムに適用してもよい。また、本実施形態において、入力装置１０
０の中で、撮影前と撮影後のデータでそれぞれ検出を行ってもよい。
【０２１３】
　また、本実施形態を、一つの機器からなる装置（例えば、複写機、ファクシミリ装置等
）に適用しても良い。
【０２１４】
　また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録した記憶媒体(または記録媒体)を、システムあるいは装置に供給することに
よっても達成される。また、本発明の目的は、そのシステムあるいは装置のコンピュータ
が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成され
ることは言うまでもない。
【０２１５】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能
を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明に含まれる。
【０２１６】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現される。これに加えて、そのプログラムコードの指示に基づき、コン
ピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部ま
たは全部が行われる。そして、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も、本発明に含まれることは言うまでもない。
【０２１７】
　記憶媒体から読み出されたプログラムコードは、コンピュータに挿入された機能拡張カ
ードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。その
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形
態の機能が実現される場合も、本発明に含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０２１８】
【図１】第１の実施形態に係るシステムのブロック図である。
【図２】図１のシステムで実行される処理のフローチャートである。
【図３】入力装置の撮影画像解析時の状態遷移図である。
【図４】入力装置の撮影条件調整の状態遷移図である。
【図５】Ｅｘｉｆファイルのデータ構造を示す図である。
【図６】Ｅｘｉｆファイルのメイン情報項目の一例を示す図である。
【図７】Ｅｘｉｆファイルのサブ情報項目の一例を示す図である。
【図８】Ｅｘｉｆファイルのメーカ独自情報項目の一例を示す図である。
【図９】主要被写体(顔)の検出の一例を示す図である。
【図１０】画像処理装置の撮影画像解析時のフローチャートである。
【図１１】画像データと主要被写体検出結果の推移の一例を示す図である。
【図１２】画像データと主要被写体検出結果の推移の一例を示す図である。
【図１３】画像データと主要被写体検出結果の推移の一例を示す図である。
【図１４】画像データと主要被写体検出結果の推移の一例を示す図である。
【図１５】顔検出処理の結果得られた顔領域の位置関係の比較の一例を示す図である。
【図１６】顔領域がずれている例を示した図である。
【符号の説明】
【０２１９】
１００　入力装置
２００　画像処理装置
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３００　メモリカード

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図１３】
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